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キャラクターに関する一切の権利は鳥羽市に帰属しています。 

キャラクターの使用にあたっては、このデザインマニュアル及びとば子育て応援

キャラクター「ジュジュ」の使用に関する要綱を遵守してください。 
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１．はじめに 

このマニュアルは、とば子育て応援キャラクター「ジュジュ」を使用

するにあたり、適切かつ効果的な活用をするために必要な事項をまと

めたものです。 

使用上の注意に留意して、積極的にご活用ください。 

 

２．とば子育て応援キャラクター「ジュジュ」とは 

キャラクターについて 

鳥羽市の子育て支援事業を多くの方に知っていただき、地域ぐるみで

の子育てがしやすくなるように、子育て支援事業の普及・啓発を目的

としたキャラクターです。 

キャラクタープロフィール 

愛  称  ジュジュ（ジュゴンの「ジュ」と真珠の「ジュ」から） 

年  齢  ６歳 

性  別  女の子 

趣  味  自然散策 

将来の夢  海女さんになること 

特  徴  ジュゴンのかぶりもの、真珠のスカートをはいている 
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３．デザイン集（６パターン） 
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４．三面図 
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５．デザイン指定色 

 

 

 

    

肌の色 

C：0 

M：15 

Y：17 

K：0 

ジュゴンの鼻の色 

C：57 

M：31 

Y：48 

K：0 

ジュゴンの色 

C：45 

M：0 

Y：60 

K：0 

襟の色 

C：0 

M：0 

Y：0 

K：0 

真珠の色 

C：0 

M：15 

Y：52 

K：0 

ほっぺ及び 

服の模様（ハート） 

C：0 

M：96 

Y：94 

K：0 

服の色 

C：45 

M：0 

Y：60 

K：0 
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６．とば子育て応援キャラクター「ジュジュ」の使用に関する要綱の概要 

 

デザイン使用届について 

キャラクターを使用しようとする者は、次に該当する場合を除き、あらかじ

めジュジュ使用届を提出し、許可を受けなければなりません。  

(１) 国、地方公共団体、学校及びその関係者が業務のために使用する場合  

(２) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道及び広報の目的で使用する

場合  

(３) その他使用届提出の必要がないと市長が認める場合 

 

使用基準について 

市は使用届の提出があった時は、その内容を審査し、次のいずれかに該当す

る場合を除き、使用を許可します。 

(１)  法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合 

(２)  市の信用及び品位を害し、又は害するおそれがある場合 

(３) 自己の商標又は意匠とすることその他独占的に使用し、又は使用する

おそれがある場合 

(４) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動を支援し、若しくは公認

しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある場合 

(５) 不当な利益を得るために使用すると認められる場合 

(６) その他市長が使用について適当でないと認める場合 

 

使用上の遵守事項について 

(１) 届出を行った内容又は許可を受けた内容にのみ使用すること。 

(２) 市長が付した使用条件に従うこと。 

(３) キャラクターを独占的に自己のものとして、商標や意匠に使用しない

こと。 

(４) 使用に係る権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。 

(５) キャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと。 

(６) デザインマニュアルに従って、適正に使用すること。 
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７．使用にあたっての注意事項 

 

キャラクターデザインの使用にあたっては、とば子育て応援キャラクター

「ジュジュ」の使用に関する要綱を遵守し、ご使用ください。イメージを

統一するため、次のような使用は禁止します。 

 

① このマニュアルにある図形を変える 

② 指定色以外を使うなど、「ジュジュ」の図形の色を変えるもの 

③ 立体物（図形）について、その表情が「ジュジュ」の立体物（図形）

と認められないもの 

④ 表情や体の一部を変形させるもの 

⑤ 図形を反転させるもの 
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鳥羽市健康福祉課 

〒517-0022 

三重県鳥羽市大明東町２番５号 

ＴＥＬ：0599-25-1184 

ＦＡＸ：0599-37-7186 

https://www.city.toba.mie.jp/ 

kosodate@city.toba.mie.jp 

 


